
第８章 施行前準備について

Ⅰ 支給決定等の手続きを行うために必要な事項

市町村は、平成１５年４月１日の施行の前に、居宅生活支援費及び施設訓練等支

援費の支給決定等の手続きを行うことができ、当該手続きを円滑に行うために、関

係法令に基づき、次に掲げる市町村が行う事項について規則等で定める必要がある

（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（以下「社

会福祉事業法等改正法」という ）附則第２７条 。。 ）

１ 市町村において定める基準

市町村長は、次に掲げる基準を定めなければならない。

（１）居宅生活支援費基準（厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内 （身障）

法第１７条の４第２項第１号、知障法第１５条の５第２項第１号及び児福法第

２１条の１０第２項第１号）

特例居宅生活支援費の場合についても準用（身障法第１７条の６第２項、＊

知障法第１５条の７第２項及び児福法第２１条の１２第２項）

２ 居宅支援の利用者負担基準 厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内 身（ ） （ ）（

障法第１７条の４第２項第２号、知障法第１５条の５第２項第２号及び児福法

第２１条の１０第２項第２号）

特例居宅生活支援費の場合についても準用（身障法第１７条の６第２項、＊

知障法第１５条の７第２項及び児福法第２１条の１２第２項）

（３）施設訓練等支援費基準（厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内 （身）

障法第１７条の１０第２項第１号及び知障法第１５条の１１第２項第１号）

４ 施設支援の利用者負担基準 厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内 身（ ） （ ）（

障法第１７条の１０第２項第２号及び知障法第１５条の１１第２項第２号）

（５）旧措置入所者の施設訓練等支援費基準（厚生労働大臣が定める基準を下回ら

ない範囲内 （社会福祉事業法等改正法附則第１２条第２項第１号及び第１８条）

第２項第１号）

（６）旧措置入所者の利用者負担基準（厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲



内 （社会福祉事業法等改正法附則第１２条第２項第２号及び第１８条第２項第）

２号）

２ 市町村において定める過料

市町村は、条例で、支給量変更決定の際の居宅受給者証の提出若しくは居宅支

給決定取消しの際の居宅受給者証の返還又は障害程度区分変更決定の際の施設受

給者証の提出若しくは施設支給決定取消しの際の施設受給者証の返還を求められ

てこれに応じない者に対し１０万円以下の過料を科する規定を設けることができ

る（身障法第４８条の２、知障法第３２条、児福法第６２条の３（ただし、居宅

受給者証の提出又は返還に係るものに限る 。））

Ⅱ 基準該当居宅支援事業者に関する取扱い

特例居宅生活支援費の支給の対象となるような基準該当居宅支援事業者について

は、都道府県知事の指定が行われないため、当該事業者として満たすべき要件の判

断（認定）を各市町村において個別に行うことになる（身障法に基づく指定居宅支

援等基準第４０条から第４４条まで及び第６０条から第６３条まで、知障法に基づ

く指定居宅支援等基準第４０条から第４４条まで及び第６０条から第６３条まで、

児福法に基づく指定居宅支援等基準第４０条から第４４条まで及び第６０条から第

６３条まで 。）

Ⅲ 現行制度利用者の支援費制度に関する経過措置

１ 社会福祉事業法等改正法に基づく経過措置

改正前の身障法（以下「旧身障法」という ）第１８条第４項第３号又は改正前。

の知障法（以下「旧知障法」という ）第１６条第１項第２号の規定により、身体。

障害者又は知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社

会福祉法人の設置する身体障害者更生施設等又は知的障害者更生施設等は、社会

福祉事業法等改正法の規定により指定施設とみなされる（以下「特定身体障害者

更生施設等」又は「特定知的障害者更生施設等」という ）ことから、当該施設に。

入所している旧身障法第１８条第４項第３号又は旧知障法第１６条第１項第２号

の措置に係る者（以下「旧措置入所者」という ）については、平成１５年４月１。

日から起算して一年間に限り、施設訓練等支援費の支給決定を受けた者とみなさ

れ、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、施設訓練等支援費を支給す

ることができる（社会福祉事業法等改正法附則第１１条及び第１２条並びに第１



７条及び第１８条 。）

したがって、市町村は、これらの入所者に対して、平成１５年４月１日から一

年の間に当該入所者の施設訓練等支援費の支給決定に関する手続きを行えば良い

ことになる。

なお、経過措置の対象者は次のとおりである。

（１）市町村が旧身障法の規定に基づいて措置している身体障害者更生施設、身体

障害者療護施設又は身体障害者授産施設の入所者

（２）市及び福祉事務所を設置している町村が旧知障法の規定に基づいて措置して

いる知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮の入所者

２ 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令に基づく経過措置

（１）心身障害者福祉協会法第１７条第１項の規定により心身障害者福祉協会が設

置する福祉施設（以下「福祉施設」という ）に入所している旧知障法第１６条。

第１項第２号の措置に係る者（以下「福祉施設旧措置入所者」という ）につい。

ては、平成１５年４月１日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き福祉

、 、施設に入所している間は 施設訓練等支援費の支給決定を受けた者とみなされ

当該福祉施設旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、施設訓練等支援費を

支給することができる（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改

正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第４

条第１項 。）

（２）旧知障法第１６条第１項の規定により都道府県が同項第２号の措置をとった

旧措置入所者又は福祉施設旧措置入所者については、平成１５年４月１日から

起算して一年間に限り、同日以降引き続き特定知的障害者更生施設等に入所し

ている間又は同日以後引き続き福祉施設に入所している間は、当該者の現在地

の市町村により施設訓練等支援費の支給決定を受けた者とみなされ、当該市町

村は、施設訓練等支援費を支給することができる（社会福祉の増進のための社

会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備に関する省令附則第４条第２項 。）

Ⅳ 留意事項

１ 旧身障法、旧知障法又は旧児福法の規定に基づいて措置されている者のうち、



次の者については経過措置がないことから、平成１５年４月１日以降もサービス

の利用を継続するためには、同日までに支給決定を行う必要があり、市町村は、

支給決定に関する手続きを優先的に進める必要がある。

・ 居宅サービス（居宅介護、デイサービス、短期入所、知的障害者地域生活援

助（グループホーム ）の利用者）

２ 市町村においては、支給決定事務が短期間に集中し、事務処理に支障を来たす

ことのないよう、例えば、支給決定を行う時期を施設ごとに定めた計画を都道府

県が作成し、市町村がその計画に従った申請を勧奨するなど、円滑な事務処理の

ための工夫をする必要がある。

Ⅴ 支給申請受付と支給決定の開始時期

支給申請受付と支給決定の開始時期については、平成１４年度第Ⅲ四半期を目安

とする 。

しかし、各市町村の事務量や支援費制度の対象となり得る者の数等を勘案して、

支援費制度の施行に支障のない適切な事務処理が平成１５年４月１日から行えるよ

う、各市町村の判断で支給申請受付と支給決定の具体的な開始時期を設定する必要

がある。


